
　

犬
の
飼
い
方
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て

は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
明

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

放
し
飼
い
や
散
歩
で
放
す
こ
と
の
禁
止

柵
に
囲
ま
れ
た
自
己
の
敷
地
内
や

屋
内
で
飼
う
場
合
以
外
は
、
放
し

飼
い
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

つ
な
い
で
飼
う
場
合
は
場
所
と
綱
の

長
さ
に
気
を
配
る

つ
な
い
で
飼
う
場
合
に
は
、
人
に

危
害
を
与
え
る
お
そ
れ
の
な
い
よ

う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

周
辺
地
域
の
住
民
や
環
境
へ
の
配
慮

鳴
き
声
や
毛
の
飛
散
、
排
泄
物
の

放
置
な
ど
で
地
域
に
迷
惑
を
か
け

て
は
い
け
ま
せ
ん
。
ま
た
、
塀
や

電
柱
等
へ
の
放
尿
跡
（
マ
ー
キ
ン

グ
）
な
ど
は
、
水
で
流
す
な
ど
マ

ナ
ー
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

散
歩
の
と
き
の
安
全
確
保

散
歩
は
必
ず
リ
ー
ド
を
付
け
、
犬

を
制
御
で
き
る
人
が
行
い
、
時
間

帯
や
場
所
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
長
す
ぎ
る
リ
ー
ド
で

の
散
歩
は
、
犬
に
も
人
に
も
危
険

で
す
。

適
正
な
し
つ
け

社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な

し
つ
け
を
し
、
特
に
静
止
（
マ

テ
）
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
く 

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
呼
び

戻
し（
オ
イ
デ
）が
で
き
る
と
、
い

ざ
と
い
う
と
き
に
役
立
ち
ま
す
。

飼
い
犬
の
性
質
や
特
性
を
知
る

飼
い
犬
の
性
質
や
特
性
を
よ
く
理

解
し
、
事
故
を
起
こ
さ
な
い
よ
う

に
注
意
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

問
合
せ　

環
境
課　

環
境
担
当

　

☎
６２

－

０
７
１
９

「
彩
の
国
動
物
愛
護
推
進

員
」
を
公
募
し
ま
す

環境課

犬
の
飼
い
方
の
ル
ー
ル

に
つ
い
て

環境課

　

動
物
の
愛
護
や
正
し
い
飼
い
方
に

関
す
る
知
識
情
報
等
の
普
及
啓
発
に

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
積
極
的
・
自

主
的
に
ご
協
力
を
い
た
だ
く
「
彩
の

国
動
物
愛
護
推
進
員
」
を
募
集
し
ま

す
。

募
集
期
間　

９
月
３
日（
月
）～
１１
月

３０
日（
金
）

活
動
内
容

◦
動
物
の
愛
護
と
適
正
な
飼
養
・
管

理
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
地
域
住

民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
啓
発

活
動

◦
地
域
住
民
の
求
め
に
応
じ
た
、
繁

殖
制
限
措
置
に
関
す
る
助
言
や
譲

渡
仲
介
の
支
援
な
ど

◦
動
物
の
愛
護
と
適
正
飼
養
を
推
進

す
る
た
め
県
が
行
う
政
策
へ
の
協

力
申
込
方
法
等　

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

ま
た
は
各
保
健
所
、
県
動
物
指
導

セ
ン
タ
ー
の
窓
口
に
設
置
す
る
募

集
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

県
保
健
医
療
部　

生
活
衛

生
課　

総
務
・
動
物
指
導
担
当

　

☎
０
４
８

－
８
３
０

－

３
６
１
２

　

１０
月
１
日
よ
り
、「
嵐
山
町
ぽ
い

捨
て
ゼ
ロ
で
き
れ
い
な
町
づ
く
り
条

例
」
の
施
行
に
伴
い
、
武
蔵
嵐
山
駅

周
辺
の
「
喫
煙
等
強
化
区
域
」
で

は
、
指
定
喫
煙
所
以
外
は
禁
煙
に
な

り
ま
す
。
喫
煙
を
さ
れ
る
方
は
、
武

蔵
嵐
山
駅
西
口
・
東
口
の
「
指
定
喫

煙
所
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
喫
煙
等
強
化
区
域
で
路
上

等
喫
煙
・
ご
み
の
ポ
イ
捨
て
を
行

い
、
指
導
・
勧
告
等
に
従
わ
な
い
者

は
１
万
円
以
下
の
過
料
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
過
料
の
適
用
は
平
成
３１
年

４
月
１
日
か
ら
と
な
り
ま
す
。

※
「
路
上
等
喫
煙
」
と
は
、
道
路
、

公
園
、
広
場
、
そ
の
他
屋
外
の
公

共
の
用
に
供
す
る
場
所
に
お
い
て

喫
煙
す
る
こ
と
で
す
（
自
動
車
内

で
の
喫
煙
は
除
く
）。

問
合
せ　

環
境
課　

環
境
担
当

　

☎
６２

－

０
７
１
９

タ
バ
コ
は
決
め
ら
れ
た
場
所
で

～
武
蔵
嵐
山
駅
周
辺
で
の
路
上
喫
煙
が
禁
止
に
な
り
ま
す
～

環境課
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都
市
計
画
の
変
更
案
を

縦
覧
し
ま
す

まちづくり整備課
　

東
松
山
都
市
計
画
の
変
更
に
あ
た

り
、
都
市
計
画
法
第
１６
条
第
２
項
、

条
例
に
基
づ
く
地
区
計
画
等
の
原
案

の
縦
覧
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

○
地
区
計
画
等
の
原
案
の
縦
覧

縦
覧
内
容

•
花
見
台
地
区

•
杉
山
地
区

縦
覧
期
間　

９
月
４
日（
火
）～
１８
日

（
火
）　

８
時
３０
分
～
１７
時
１５
分

（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

縦
覧
場
所　

ま
ち
づ
く
り
整
備
課

※
原
案
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

○
原
案
に
対
す
る
意
見
書
の
提
出

対
　
象　

花
見
台
地
区
及
び
杉
山
地

区
の
各
地
区
計
画
区
域
内
の
土
地

所
有
者
及
び
利
害
関
係
人

提
出
先　

ま
ち
づ
く
り
整
備
課

提
出
期
限　

９
月
２５
日（
火
）　

１７
時

１５
分
ま
で
（
必
着
）

問
合
せ　

ま
ち
づ
く
り
整
備
課　

開

発
担
当　

☎
６２

－

０
７
２
１

り
、
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
ご
意
見
を

い
た
だ
く
た
め
、
公
聴
会
を
開
催
し

ま
す
。

日
　
時　

１０
月
１７
日（
水
）　

１４
時
～

場
　
所　

役
場
町
民
ホ
ー
ル

内
　
容　

東
松
山
都
市
計
画
用
途
地

域
の
変
更
、
東
松
山
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変

更
、
東
松
山
都
市
計
画
下
水
道
の

変
更

○
都
市
計
画
の
変
更
の
構
想（
原
案
）　

の
閲
覧

期
　
間　

９
月
４
日（
火
）～
１８
日

（
火
）　

８
時
３０
分
～
１７
時
１５
分

（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

場
　
所　

ま
ち
づ
く
り
整
備
課

※
変
更
原
案
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

内
　
容　

東
松
山
都
市
計
画
用
途
地

域
の
変
更
原
案
、
東
松
山
都
市
計

画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の

変
更
原
案
、
東
松
山
都
市
計
画
下

水
道
の
変
更
原
案

○
公
述
（
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
る

こ
と
）
の
申
し
出

対
　
象　

嵐
山
町
に
住
所
が
あ
る
個

人
及
び
法
人

提
出
方
法　

９
月
１８
日（
火
）１７
時
１５

分
ま
で
に
閲
覧
場
所
に
あ
る
公
述

申
出
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
ま
ち
づ
く
り
整
備
課
へ
持
参

ま
た
は
郵
送
（
必
着
）。

そ
の
他

•
公
述
希
望
者
が
多
い
場
合
は
、
選

定
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

都
市
計
画
に
関
す
る

公
聴
会
を
開
催
し
ま
す

（
嵐
山
町
決
定
）

まちづくり整備課
　

嵐
山
町
が
決
定
す
る
次
の
都
市
計

画
の
変
更
案
を
作
成
す
る
に
あ
た

都
市
計
画
に
関
す
る

公
聴
会
を
開
催
し
ま
す

（
埼
玉
県
決
定
）

まちづくり整備課

都
市
計
画
の
変
更
案
を

縦
覧
し
ま
す

（
吉
見
町
決
定
）

まちづくり整備課

　

埼
玉
県
が
決
定
す
る
次
の
都
市
計

画
の
変
更
案
を
作
成
す
る
に
あ
た

り
、
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
ご
意
見
を

い
た
だ
く
た
め
、
公
聴
会
を
開
催
し

ま
す
。

日
　
時　

１０
月
１６
日（
火
）　

１４
時
～

場
　
所　

役
場
町
民
ホ
ー
ル

内
　
容　

東
松
山
都
市
計
画
区
域
区

分
の
変
更

○
都
市
計
画
の
変
更
の
構
想
（
原

案
）
の
閲
覧

期
　
間　

９
月
４
日（
火
）～
９
月
１８

日（
火
）　

８
時
３０
分
～
１７
時
１５
分

（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

場
　
所　

埼
玉
県
都
市
計
画
課
、
東

松
山
市
都
市
計
画
課
、
嵐
山
町
ま

ち
づ
く
り
整
備
課
、
滑
川
町
建
設

課
、
吉
見
町
ま
ち
整
備
課
、
埼
玉

県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所

※
変
更
原
案
に
つ
い
て
は
、
９
月
４

　

東
松
山
都
市
計
画
の
変
更
に
あ
た

り
、
都
市
計
画
法
第
１７
条
に
基
づ
く

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
を
次
の
と
お

り
行
い
ま
す
。

○
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧

縦
覧
内
容　
「
東
松
山
都
市
計
画
ご

み
焼
却
ご
み
処
理
場
」
の
変
更
案

（
吉
見
町
決
定
）

縦
覧
期
間　

９
月
７
日（
金
）～
２１
日

（
金
）　

８
時
３０
分
～
１７
時
１５
分

（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

縦
覧
場
所　

ま
ち
づ
く
り
整
備
課
、

吉
見
町
ま
ち
整
備
課
他
９
市
町
村

※
原
案
に
つ
い
て
は
吉
見
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

○
原
案
に
対
す
る
意
見
書
の
提
出

対
　
象　

嵐
山
町
、
吉
見
町
、
東
松

山
市
、
滑
川
町
、
桶
川
市
、
小
川

町
、
川
島
町
、
と
き
が
わ
町
、
東

秩
父
村
、
鴻
巣
市
及
び
北
本
市
の

住
民
及
び
利
害
関
係
人

提
出
先　

ま
ち
づ
く
り
整
備
課
、
吉

見
町
ま
ち
整
備
課

提
出
期
限　

９
月
２１
日（
金
）　

１７
時

１５
分
ま
で
（
必
着
）

問
合
せ

　

吉
見
町
ま
ち
整
備
課

　

☎
６３

－

５
０
１
８

　

ま
ち
づ
く
り
整
備
課　

開
発
担
当

　

☎
６２

－

０
７
２
１

•
公
述
時
間
は
一
人
あ
た
り
、
お
お

む
ね
１０
分
以
内
と
な
り
ま
す
。

•
申
し
出
が
な
い
場
合
は
、
公
聴
会

は
中
止
と
な
り
ま
す
。

•
傍
聴
を
希
望
す
る
方
は
、
９
月
２５

日（
火
）以
降
に
ま
ち
づ
く
り
整
備

課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

ま
ち
づ
く
り
整
備
課　

開

発
担
当　

☎
６２

－
０
７
２
１

日（
火
）か
ら
埼
玉
県
都
市
計
画
課

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま

す
。

内
　
容　

東
松
山
都
市
計
画
区
域
区

分
の
変
更
原
案

○
公
述
（
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
る

こ
と
）
の
申
し
出

対
　
象　

東
松
山
市
、
嵐
山
町
、
滑

川
町
及
び
吉
見
町
に
住
所
が
あ
る

個
人
及
び
法
人

提
出
方
法　

９
月
１８
日（
火
）１７
時
１５

分
ま
で
に
閲
覧
場
所
に
あ
る
公
述

申
出
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
ま
ち
づ
く
り
整
備
課
ま
た
は

埼
玉
県
都
市
計
画
課
（
〒
３
３
０

－

９
３
０
１　

所
在
地
記
入
不

要
）
へ
持
参
ま
た
は
郵
送
（
必

着
）。

そ
の
他

•
公
述
希
望
者
が
多
い
場
合
は
、
選

定
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

•
公
述
時
間
は
一
人
あ
た
り
、
お
お

む
ね
１０
分
以
内
と
な
り
ま
す
。

•
申
し
出
が
な
い
場
合
は
、
公
聴
会

は
中
止
と
な
り
ま
す
。

•
傍
聴
を
希
望
す
る
方
は
、
９
月
２５

日（
火
）以
降
に
ま
ち
づ
く
り
整
備

課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

埼
玉
県
都
市
計
画
課

　

☎
０
４
８

－

８
３
０

－

５
３
４
１

　

ま
ち
づ
く
り
整
備
課　

開
発
担
当

　

☎
６２

－

０
７
２
１
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